
意見案第１号 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書 

（原案可決）

 総務省調査によると、２０１７年度の北海道と道内市町村に働く臨時・非常勤等職員は、延べ ６．３

万人にのぼり、その多くが恒常的業務に従事するなど、地方行政の重要な担い手となっています。また、

正規職員と同様の働き方にも関わらず、年収は２００万円程度と圧倒的に低く、休暇制度においても正規

職員との待遇差は大きくなっており、地方自治体における正規・非正規の賃金・労働条件の格差は拡大す

る一方です。 

こうしたなか、２０１７年５月１１日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立しました。新

たな一般職非常勤職員である「会計年度任用職員」は、非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給

の原則に基づき、常勤職員との均等待遇を求めています。 

 つきましては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤等職員の待遇改善、雇用安定の観点から、次の

ことが措置されるよう強く要望いたします。 

記 

１．各自治体において、地方公務員法及び地方自治法の改正趣旨が十分に反映されるよう、必要な財源の

確保について特段の配慮を行うこと。 

２．非正規労働者の格差是正を求める「同一労働同一賃金」の法改正の動向も踏まえ、パートタイム労働

法の趣旨を、「会計年度任用職員」に適用させるよう法整備をはかること。 

３．短時間勤務の「会計年度任用職員」に対し、各種手当の支給が可能となるよう地方自治法を改正する

こと。 

以上、地方自治法第９９条の規定により提出します。 

平成３１年３月２５日

北海道恵庭市議会

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、 

総務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官 宛各通 



意見案第２号 

妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書 

（原案可決）

妊婦は診断が難しい疾患や合併症に見舞われる頻度が高く、胎児の発育に悪影響を与える医薬品もあり、

診療には特別な注意が必要とされる。中には、妊婦の外来診療について積極的でない医療機関が存在して

いたことから、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価するため、平成３０年度診療報酬改定にお

いて妊婦加算が新設された。 

しかし、妊婦加算について、関係者に十分な説明がないまま実施されたことや、投薬を伴わないコンタ

クトレンズの処方に加算するなど、運用上の問題が指摘されている。加えて、妊婦が安心して外来診療を

受けられる体制が整備されないまま、妊婦であるというだけで一律に加算されることについては、少子化

対策の観点からも問題がある。 

こうした指摘を受け、厚生労働省は昨年１２月に平成３１年1月1日からの妊婦加算の凍結を告示する

とともに、改めて、中央社会保険医療協議会で、妊婦が安心できる医療提供体制の充実や健康管理の推進

を含めた総合的な支援を議論することとした。 

そこで、妊婦が安心して医療を受けられる体制の構築のために、下記の事項に取り組むことを求める。 

記 

１．医療現場において、妊婦が安心して外来診療を受けられるよう、特有の合併症や疾患、投薬の注意な

どについて、医師の教育や研修の体制を整備すること。 

２．保健や予防の観点を含め、妊婦に対し、特有の合併症や疾患、投薬の注意などについて、予め知識を

得ることができるように周知を図ること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により提出します。 

平成３１年３月２５日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 宛各通 


